
   江南市建設工事検査要領 

 

 （目的） 

第１条 この要領は、別に定めるもののほか、江南市が発注する建設工事（以下「工事」という。）

に係る検査員の行う検査について、必要な事項を定めるものとする。 

 （適用範囲） 

第２条 この要領の適用範囲は、予定価格が２００万円を超える工事とする。 

 （検査の種類） 

第３条 検査の種類は次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）完了検査 完了検査は、次の場合に行うものとする。 

  ア 工事が完了したとき。 

  イ 部分引渡しにおける指定部分に係る工事が完了したとき。 

（２）出来形検査 出来形検査は、次の場合に行うものとする。 

  ア 部分払若しくは部分使用をしようとするとき。 

  イ 履行遅延の場合において、継続施工を承諾しようとするとき。 

  ウ 工事の施工を中止しようとするとき。 

  エ 契約を解除しようとするとき。 

（３）中間検査 中間検査は、工事完了後において、出来形の確認が困難な場合又は適正な技術

的施工を確保するため必要があると認められる場合、工事の途中において適時行うものとす

る。 

 （検査員の任命） 

第４条 市長は、工事ごとに検査員を定めるものとする。 

２ 検査員の任命の時期は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（１）完了検査 

    受注者より完了届、修補補正完了届の提出があったとき。 

（２）出来形検査 

  ア 部分払の場合にあっては、出来形検査の申し出があったとき。 

  イ 部分使用の場合にあっては、部分使用をしようとするとき。 

  ウ 履行遅延の場合にあっては、継続施工を承諾しようとするとき。 

  エ 工事中止の場合にあっては、工事の施工を中止しようとするとき。 

  オ 契約解除の場合にあっては、契約を解除しようとするとき。 

（３）中間検査 

    監督員より検査の依頼があったとき。 

 （検査の時期） 

第５条 検査は、次に掲げる期間内に行うものとする。 

（１）完了検査は、完了届を受理した日から１４日以内とする。 

（２）出来形検査及び中間検査は、検査員任命後遅延なく行うものとする。 

 （検査の基準） 

第６条 検査は原則として、次の表に定める基準図書に基づき行うものとする。 



基準図書 発行者 

建設局土木工事標準仕様書 愛知県 

農林基盤局工事標準仕様書（農地関係） 愛知県 

土木工事現場必携 愛知県 

水道工事標準仕様書 江南市 

水道工事標準仕様書 （公社）日本水道協会 

公共建築工事標準仕様書（建築工事編） （一社）公共建築協会 

公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） （一社）公共建築協会 

公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） （一社）公共建築協会 

公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編） （一社）公共建築協会 

公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編） （一社）公共建築協会 

公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編） （一社）公共建築協会 

公共建築木造工事標準仕様書 （一社）公共建築協会 

建築物解体工事共通仕様書 （一社）公共建築協会 

公共住宅建設工事共通仕様書 公共住宅事業者等連絡協議会 

公共住宅改修工事共通仕様書 公共住宅事業者等連絡協議会 

 （検査の立会） 

第７条 検査は、監督員及び当該工事の受注者又は現場代理人若しくは監理技術者（主任技術者）

の立会のもとに行うものとする。 

２ 検査員は、必要があるときは、前項に定める者に対して、関係書類の提示又は提出及び事実

の説明を求めることができる。 

 （検査の実施） 

第８条 検査は、原則として現地において、設計図書等と対比してその位置、形状、寸法等の相

違品質性能及び出来ばえ、その他必要な事項について確認するものとする。 

２ 検査に際して、地下、水中等外部から確認し難い部分については、施工管理データ及び監督

員による立会、段階確認の有無、写真等により確認するものとする。 

３ 検査に当たって、特に確認の必要があると認めるときは、工事施工部分のうち必要最小限の

破壊、分解、掘削又は試験を行うことができるものとする。 

 （完了検査の報告） 

第９条 検査員は、完了検査を行ったときは、完了検査調書（様式第１）を作成し、契約担当課

長に提出するものとする。この場合において、検査の結果に不完全な部分があると認めたとき

は、検査調書（様式第２）にて提出するものとする。 

 （出来形検査の報告） 

第１０条 検査員は、出来形検査を行ったときは、既済部分検査調書（様式第３）を作成し、工

事出来形調書（様式第４）を添えて契約担当課長に提出するものとする。 

 （中間検査の報告） 

第１１条 検査員は、中間検査を行ったときは、中間検査報告書（様式第５）を作成し、契約担

当課長に提出するものとする。 



 （修補補正の命令） 

第１２条 契約担当課長は、検査員から工事の修補の報告を受けたときは、修補補正指示書（様

式第６）により受注者に修補を命じるものとする。 

 （修補補正の確認） 

第１３条 完了検査を行った検査員は、修補補正の完了を確認するための検査を行わなければな

らない。 

２ 検査員は、修補補正に係る検査を完了したときは速やかに修補補正完了検査調書（様式第７）

を作成し、契約担当課長に提出するものとする。 

 （臨機の措置） 

第１４条 検査員は、検査にあたり、事態が重大でかつ処理に急を要すると認める事項があると

きは、直ちに契約担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。 

 （工事成績の評定） 

第１５条 検査が完了したときは、その成績について別に定める江南市建設工事成績評定要領（平

成３０年４月１日施行）により評定するものとする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （公共工事検査要領の廃止） 

２ 公共工事検査要領（昭和５５年５月１日施行）は、廃止する。 

   附 則 

この要領は、令和６年７月１日から施行する。 

   附 則 

この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 



様式第１（第９条関係） 

（ 決 裁 欄 ）  

検査調書 
 

検査の種類 完了検査 

１ 工事名  

２ 工事場所 江南市 

３ 工期 
自     年  月  日 

至     年  月  日 

４ 契約金額 金           円 

５ 
契約者住所氏名 

（名称及び代表者氏名） 
 

６ 完了年月日     年  月  日 

７ 検査年月日     年  月  日 

８ 監督員氏名  

９ 検査立会人氏名  

 

 上記の工事は契約書、図面、仕様書その他の関係図書に基づき完了検査を行った結果、これら

のとおり完了したことを確認する。 

 

     年  月  日 

 

江南市長           様 

 

検査員氏名               印  



様式第２（第９条関係） 

（ 決 裁 欄 ）  

検査調書 

１ 工事名  

２ 工事場所 江南市 

３ 工期 
自     年  月  日 

至     年  月  日 

４ 契約金額 金           円 

５ 
契約者住所氏名 

（名称及び代表者氏名） 
 

６ 検査年月日     年  月  日 

７ 監督員氏名  

８ 検査立会人氏名  

 

 上記の工事について検査を行った結果、下記のとおりその給付が契約書、図面、仕様書その他

の関係図書の内容に適合しないものであると認める。 

 

記 

 

１ 不完全な給付内容 

２ 修補補正指示内容 

 

     年  月  日 

 

江南市長           様 

 

検査員氏名               印  



様式第３（第１０条関係） 

（ 決 裁 欄 ）  

検査調書 
 

検査の種類 既済部分検査（第  回） 

１ 工事名  

２ 工事場所 江南市 

３ 工期 
自     年  月  日 

至     年  月  日 

４ 契約金額 金           円 

５ 
契約者住所氏名 

（名称及び代表者氏名） 
 

６ 検査年月日     年  月  日 

７ 監督員氏名  

８ 検査立会人氏名  

 

 上記の工事は契約書、図面、仕様書その他の関係図書に基づき既済部分検査を行った結果、別

紙のとおり金         円の既済部分があったことを確認する。 

 

     年  月  日 

 

江南市長           様 

 

検査員氏名               印  



様式第４（第１０条関係） 

工事出来形調書 

工事名 （第  回） 

工 種 事業費（円） 出来形（％） 出来形金額（円） 備 考 

     

     

     

     

     

     

     

計    （円 単位） 

①    （千円単位） 

消費税等額    ①× 

合計     

出来形金額計算 

②（万円単位） ①×0.9－前払金額×出来形割合  

消費税等 ②×  

合計 ③   

【今回支払可能金額】 

出来形金額 ③    前回までの支払金額 

（        円）－（        円）＝（        円） 

 



様式第５（第１１条関係） 

（ 決 裁 欄 ）  

中間検査報告書 
 

（          ）検査  

１ 工事名  

２ 工事場所 江南市 

３ 
契約者住所氏名 

（名称及び代表者氏名） 
 

４ 検査年月日     年  月  日 

５ 監督員氏名  

６ 検査立会人氏名  

指示（確認）内容 

上記の指示内容については、履行したことを確認した。 

    年  月  日 

監督員氏名         印  

    年  月  日 

 

検査員氏名         印  



様式第６（第１２条関係） 

第 号 

年  月  日 

 

様 

 

江南市長        

 

修補補正指示書 

 

１ 工事名  

２ 工事場所 江南市 

３ 工期 
自     年  月  日 

至     年  月  日 

４ 契約金額 金           円 

６ 完了年月日     年  月  日 

上記の工事は    年  月  日検査をした結果給付内容が不完全ですから、 

    年  月  日までに下記のとおり修補補正することを求めます。 

不完全な給付内容 修補補正指示内容 

  

 



様式第７（第１３条関係） 

（ 決 裁 欄 ）  

検査調書 
 

検査の種類 修補補正完了検査 

１ 工事名  

２ 工事場所 江南市 

３ 工期 
自     年  月  日 

至     年  月  日 

４ 契約金額 金           円 

５ 
契約者住所氏名 

（名称及び代表者氏名） 
 

６ 修補補正完了年月日     年  月  日 

７ 検査年月日     年  月  日 

８ 監督員氏名  

９ 検査立会人氏名  

 

 上記の工事は修補補正指示書どおり完了したことを確認する。 

 

     年  月  日 

 

江南市長           様 

 

検査員氏名               印  


